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 （目的） 

第１条 この特例は、不動産投資信託証券の上場について、「有価証券上場規程」の特例を規

定する。 

２ この特例に定めのないものについては、「有価証券上場規程」の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この特例において「不動産投資信託証券」とは、「証券取引法」（昭和 23 年法律第

25 号。以下「法」という。）第２条第１項第７号に掲げる投資信託の受益証券又は同項第

７号の２に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産関連資産に対する投

資として運用することを目的とするものをいう。 

２ この特例において「不動産関連資産」とは、次に掲げる資産をいう。 

(１) 不動産 

(２) 不動産同等物（次のａからｄまでに掲げる資産をいう。以下同じ。） 

ａ 不動産の賃借権 

ｂ 地上権 

ｃ 不動産、土地の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権（有価証券に該当す

るものを除く。） 

ｄ 当事者の一方が相手方の行う不動産、不動産の賃借権及び地上権のみの運用のため

に出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみに対する投資として運用

し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分 

(３) 不動産関連有価証券等（次のａからｆまでに掲げる資産をいう。以下同じ。） 

ａ 不動産、土地の賃借権、地上権又は金銭のみを信託する信託の受益権（当該信託の

信託財産が不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに

限り、前号ｃに掲げるもの及び有価証券に該当するものを除く。） 

ｂ 当事者の一方が相手方の行う不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同

等物等のみの運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を当該資産のみ

に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約

に係る出資の持分（前号ｄに掲げるものを除く。） 

ｃ 「資産の流動化に関する法律」（平成 10 年法律第 105 号。以下「資産流動化法」と

いう。）に規定する優先出資証券（当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として
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取得した資産が不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるも

のに限る。） 

ｄ 「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号。以下「投資信託

法」という。）に規定する投資信託の受益証券（当該投資信託の投資信託財産が不動産

若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

ｅ 投資信託法に規定する投資証券（当該投資法人が運用のために保有する資産が不動

産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

ｆ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券（当該特定目的信託の信託財産が

不動産若しくは不動産同等物又は現金若しくは現金同等物等であるものに限る。） 

３ この特例において「現金同等物等」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第８条第 18 項に規定する現金同等物及びこれに類

するものとして当取引所が適当と認めるものをいう。 

４ この特例において「運用資産等」とは、上場申請銘柄又は上場不動産投資信託証券が投

資信託の受益証券である場合には当該投資信託の投資信託財産をいい、投資証券である場

合には当該投資証券の発行者である投資法人の資産をいう。 

 

 （上場申請） 

第３条 不動産投資信託証券の上場は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号

に定める者からの申請により行うものとする。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

 当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者（当該投資信託委託業

者から投資信託法第 17 条第１項の規定により委託者指図型投資信託の投資信託財産の

運用指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者を含む。以下同じ。）及びその受託

者である信託会社等（投資信託法第４条に定める信託会社等をいう。以下同じ。） 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 当該受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等（当該信託会社等から投資信

託法第 49 条の 10 第１項の規定により委託者非指図型投資信託の投資信託財産の運用に

係る権限の一部の委託を受けた者を含む。以下同じ。） 

(３) 投資証券 

 当該投資証券の発行者である投資法人及びその資産の運用に係る業務の委託を受けた

投資信託委託業者（当該投資信託委託業者から投資信託法第 34条の５第 1項の規定によ

り投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。以

下同じ。） 

２ 不動産投資信託証券の上場を申請しようとする者は、次の各号に掲げる上場申請銘柄の

区分に従い、当該各号に定める書類を提出するものとする。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

 次に掲げる書類 

ａ 当取引所所定の様式による有価証券上場申請書 
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ｂ 不動産投資信託証券の見本。ただし、第４条第１項第２号ｌ後段の規定の適用を受

けようとする場合には、当該見本のほか、同ｌ後段に規定する確約の内容を記載した

書面を提出するものとする。 

ｃ 当取引所所定の様式による不動産投資信託証券の分布状況表 

ｄ 第４条第１項第２号ａ及びｃに適合するために必要な不動産及び不動産同等物を既

に取得している旨又はそれを遅滞なく取得できる見込みである旨を、幹事取引参加者

が確約した書面 

ｅ 第４条第１項第３号の規定により上場申請銘柄の発行者が確約した書面 

ｆ 当該投資信託の投資信託約款 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 前号ａから fまでに掲げる書類 

(３) 投資証券 

 次に掲げる書類。ただし、第４条第２項第１号又は第３号の規定の適用を受ける場合

には第１号ｃに掲げる書類の提出を要しないものとし、第４条第２項第２号の規定の適

用を受ける場合には第１号ｃ及びｄに掲げる書類の提出を要しないものとする。 

ａ 第１号ａからｅまでに掲げる書類 

ｂ 当該投資法人の規約 

ｃ 当該投資法人が投資信託法第 187条の登録を受けていることを証する書面の写し 

ｄ 第４条第１項第２号ｋに規定する当取引所が指定する名義書換事務受託者と名義書

換に関する事務の委託に係る契約を締結していることを証する書面 

３ 不動産投資信託証券の上場を申請した者のうち上場申請銘柄の発行者であるものは、上

場申請日の直前計算期間又は直前営業期間の末日の１年前の日以後上場することとなる日

までに、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類を提出するもの

とする。 

(１) 内閣総理大臣等に上場申請銘柄の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しく

は通知書の提出を行った場合には、次の書類の写し  各２部（ｂに規定する書類につ

いては１部） 

ａ 有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）及びその添付書類 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書 

ｃ 有価証券通知書（変更通知書を含む。） 

ｄ 届出目論見書（届出仮目論見書を含む。） 

(２) 内閣総理大臣等に次の書類を提出した場合には、その写し  各２部 

ａ 有価証券報告書（訂正有価証券報告書を含む。）及びその添付書類 

ｂ 半期報告書（訂正半期報告書を含む。） 

４ 不動産投資信託証券の上場を申請した者のうち上場申請銘柄の発行者であるものは、上

場申請に係る募集又は売出しを行った場合には、当取引所所定の様式による募集又は売出

実施通知書を上場の時までに提出するものとする。 

５ 第４条第２項の規定の適用を受ける投資証券の上場を申請した者は、上場後最初に終了
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する営業期間の末日までの間における投資口の分布状況の見込みを記載した当取引所所定

の「上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」を、第２項第３号ａに基

づき提出する有価証券上場申請書に添付するものとする。 

６ 第２項から前項までに掲げる書類のほか、不動産投資信託証券の上場を申請した者は、

当取引所が上場審査のため必要と認めて提出を求める書類を請求する都度遅滞なく提出す

るものとする。 

７ 上場申請銘柄が、第４条第２項第２号又は第３号に該当する場合には、その発行者の設

立前においても、新設合併に係る投資主総会の決議後に限り、その上場を申請することが

できる。この場合における上場申請は、当該新設合併を行う上場投資証券の発行者である

投資法人及び上場申請に係る投資証券の発行者となる投資法人の資産の運用に係る業務の

委託を受ける予定の投資信託委託業者が行うものとする。 

８ 前項の規定に基づき設立前に上場申請する場合は、第２項各号（第１号ａを除く。）及び

次条各項に定める書類のうち上場申請時に提出することができない書類（当取引所がやむ

を得ないものとしてその都度認めるものに限る。）については、提出することができること

となった後直ちに提出すれば足りるものとする。 

     一部改正〔平成 17年２月１日〕 

 

 （上場申請に係る宣誓書等） 

第３条の２ 不動産投資信託証券の上場を申請する者は、当該申請を行う時に、当取引所所

定の上場申請に係る宣誓書を提出するものとする。ただし、当該者が既に当取引所の上場

不動産投資信託証券について当該宣誓書を提出している場合には、提出を要しない。 

２ 不動産投資信託証券の上場を申請する者のうち上場申請銘柄の発行者であるものは、当

該申請を行う時に、当取引所所定の適時開示に係る宣誓書及び当取引所が「不動産投資信

託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い」（以下「不動産投信特例取扱い」という。）

において定める添付書類を提出するものとする。ただし、当該者が既に当取引所の上場不

動産投資信託証券について当該宣誓書を提出している場合には、提出を要しない。 

     追加〔平成 17年２月１日〕 

 

 （上場審査基準） 

第４条 不動産投資信託証券の上場審査については、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。 

(１) 次のａからｃまでに掲げる上場申請銘柄の区分に従い、当該ａからｃまでに定める

者が投資信託法第 50条に規定する投資信託協会の会員（投資信託法第６条の認可を受け

た者又は信託会社等に限る。以下同じ。）であること。 

ａ 委託者指図型投資信託の受益証券  投資信託の委託者である投資信託委託業者 

ｂ 委託者非指図型投資信託の受益証券  投資信託の受託者である信託会社等 

ｃ 投資証券  投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者 

(２) 上場申請銘柄が、次のａからｒまでに適合していること。 
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ａ 運用資産等の総額に占める、不動産等相当部分の額の比率が 75％以上になる見込み

のあること。 

ｂ 運用資産等（投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、当該投資法

人の商号に係る商標権等その他組織運営に伴い保有するものであって、当取引所が適

当と認めるものを除く。）が、上場の時までに、不動産関連資産、現金又は現金同等物

等に限られていること。 

ｃ 運用資産等の総額に占める、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じ

ている又は生じる見込みがある不動産（１か年以内に売却する見込みのないものに限

る。）に係る不動産等相当部分の額の比率が 50％以上になる見込みのあること。 

ｄ 上場受益権口数又は上場投資口口数が、上場の時までに 2,000 口以上になる見込み

のあること。 

ｅ 一口当たりの純資産総額が、上場の時までに５万円以上になる見込みのあること。 

ｆ 純資産総額が、上場の時までに 10億円以上になる見込みのあること。 

ｇ 資産総額が、上場の時までに 50億円以上になる見込みのあること。 

ｈ 大口受益者（所有する受益権口数の多い順に 10 名の受益者をいう。以下同じ。）が

所有する受益権の総口数又は大口投資主（所有する投資口口数の多い順に 10名の投資

主をいう。以下同じ。）が所有する投資口の総口数が、上場の時までに、上場受益権口

数又は上場投資口口数の 80％以下になる見込みのあること。 

ｉ 大口受益者を除く受益者又は大口投資主を除く投資主の数が、上場の時までに 300

人以上になる見込みのあること。 

ｊ 次の(ａ)及び(ｂ)に適合していること。 

(ａ) 上場申請銘柄に係る最近２年間に終了する各計算期間（信託契約期間の開始日

以後の期間に限る。以下このｊにおいて同じ。）若しくは各営業期間（当該投資証券

の発行者の設立後の期間に限る。以下このｊにおいて同じ。）の財務諸表等又は各計

算期間若しくは各営業期間における中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券

報告書等（有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類

の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、

半期報告書並びに目論見書をいう。以下同じ。）に「虚偽記載」を行っていないこと。 

(ｂ) 上場申請銘柄に係る最近２年間に終了する各計算期間又は各営業期間の財務諸

表等に添付される監査報告書及び最近１年間に終了する計算期間又は営業期間にお

ける中間財務諸表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士又は監査法

人（以下「公認会計士等」という。）の「無限定適正意見」若しくは「除外事項を付

した限定付適正意見」又は「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」

若しくは「除外事項を付した限定付意見」が記載されていること。ただし、当取引

所が適当と認める場合は、この限りでない。 

ｋ 上場申請銘柄が投資証券である場合には、投資信託法第 79条第２項に規定する名義

書換事務受託者が、当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて指定する機関であるこ

と。 
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ｌ 不動産投資信託証券が、当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定めるところに

従って作成されているものであること又は上場申請銘柄の発行者が、当取引所が同取

扱いにおいて定めるところに従って不動産投資信託証券を作成する旨を確約している

ものであること。 

ｍ 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において、受益者の請求による信託契

約期間中の解約又は投資主の請求による投資口の払戻しをしないこととされているこ

と。 

ｎ 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において、計算期間又は営業期間とし

て定める期間が６か月以上であること。 

ｏ 上場申請銘柄が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款において、法の

規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合を除き、当該投資信託の追加

信託を行わないこととされていること。 

ｐ 上場申請銘柄が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、投資信託の投資

信託約款において、証券投資信託である旨が記載されていないこと。 

ｑ 当該銘柄が指定保管振替機関（当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて指定する

保管振替機関（「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和 56 年法律第 30 号。以下

「保振法」という。）第２条第２項に規定する保管振替機関をいう。）をいう。以下同

じ。）に対する保振法第６条の２に規定する同意がなされるものであること又は上場の

時までに当該同意がなされる見込みのあるものであること。 

ｒ 公益又は投資者保護の観点から、その上場が適当でないと認められるものでないこ

と。 

(３) 上場申請銘柄の発行者が、次のａからｃまでに掲げる区分に従い、当該ａからｃま

でに定める事項について、書面により確約すること。 

ａ 上場申請銘柄が委託者指図型投資信託の受益証券である場合  次に掲げる事項 

(ａ) 上場申請銘柄に係る投資信託の受託者である信託会社等及び運用資産等（運用

資産等の裏付けとなる不動産及び不動産同等物を含む。以下この号において同じ。）

に関する情報を適切に把握することができる状況にあること。 

(ｂ) 上場申請銘柄に係る投資信託の受託者である信託会社等及び運用資産等に関す

る情報について第９条の規定に従い開示を行うこと。 

(ｃ) 上場申請銘柄の発行者が第９条の規定に従い上場申請銘柄に係る投資信託の受

託者である信託会社等に関する情報の開示を行うことについて当該信託会社等が同

意していること。 

ｂ 上場申請銘柄が委託者非指図型投資信託の受益証券である場合  次に掲げる事項 

(ａ) 上場申請銘柄に係る運用資産等に関する情報を適切に把握することができる状

況にあること。 

(ｂ) 上場申請銘柄に係る運用資産等に関する情報について第９条の規定に従い開示

を行うこと。 

ｃ 上場申請銘柄が投資証券である場合  次に掲げる事項 
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(ａ) 上場申請銘柄の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた

投資信託委託業者及び運用資産等に関する情報を適切に把握することができる状況

にあること。 

(ｂ) 上場申請銘柄の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた

投資信託委託業者及び運用資産等に関する情報について第９条の規定に従い開示を

行うこと。 

(ｃ) 上場申請銘柄の発行者が第９条の規定に従い上場申請銘柄の発行者である投資

法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者に関する情報の開示

を行うことについて当該投資信託委託業者が同意していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、当該合併後に存続する投資

法人又は当該合併により設立される投資法人の発行する投資証券の上場が遅滞なく申請さ

れるときにおける上場審査は、当該各号に定める基準によるものとする。 

(１) 上場投資証券の発行者である投資法人が非上場投資証券の発行者である投資法人に

吸収合併され、当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合 

ａ 前項第１号、第２号ａからｄまで、ｊからｎまで、ｑ及びｒ並びに第３号に適合し

ていること。この場合における同ｊの規定の適用については、同ｊ中「上場申請銘柄」

とあるのは「当該非上場投資証券」とする。 

ｂ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第 12条第２項第５号前段に該当して

いる場合には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前

段に該当しない見込みのあること。 

ｃ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第 12条第２項第６号前段に該当して

いる場合には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前

段に該当しない見込みのあること。 

(２) 上場投資証券の発行者である投資法人が他の上場投資証券の発行者である投資法人

と新設合併し、当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合 

ａ 前項第１号、第２号ｄ、ｋからｎまで及びｑ並びに第３号に適合していること。 

ｂ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第 12条第２項第１号前段に該当して

いる場合には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前

段に該当しない見込みのあること。 

ｃ 当該上場投資証券の発行者である投資法人が、第 12条第２項第３号前段に該当して

いる場合には、当該上場申請銘柄の発行者である投資法人が、上場の時までに同号前

段に該当しない見込みのあること。 

ｄ 前号ｂ及びｃに適合していること。 

(３) 上場投資証券の発行者である投資法人が非上場投資証券の発行者である投資法人と

新設合併し、当該合併による解散により当該上場投資証券が上場廃止となる場合  第

１号ａからｃまでに適合していること。 

     一部改正〔平成 17年２月１日、平成 17年４月１日〕 
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 （上場前の公募又は売出し等に関する取扱い） 

第５条 不動産投資信託証券の上場前に行われる公募又は売出し等については、当取引所が

定める「不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則」によるものとす

る。 

 

 （上場契約） 

第６条 当取引所が不動産投資信託証券を上場する場合には、第３条第１項各号に定める者

は、当取引所所定の不動産投資信託証券上場契約書を提出するものとする。ただし、当該

者が既に当取引所の上場不動産投資信託証券について不動産投資信託証券上場契約書を提

出している場合には、提出を要しない。 

 

 （上場申請のための提出書類の公衆縦覧） 

第７条 不動産投資信託証券の上場を申請した者は、第３条の規定により提出した書類のう

ち当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定める書類及び第３条の２第２項の規定によ

り提出した宣誓書及び添付書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

     一部改正〔平成 17年２月１日〕 

 

 （新不動産投資信託証券の上場申請手続等） 

第８条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託又は投資法人の新たに発行される受益権又

は投資口に係る不動産投資信託証券で当取引所が上場していないものの上場を申請する場

合には、上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める

者をいう。第３項において同じ。）が当取引所所定の有価証券上場申請書を提出するものと

する。 

２ 前項の規定により上場申請があった場合には、原則として上場を承認するものとする。 

３ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等が、当該上場不動産投資信託証券の

銘柄、数量等を変更しようとするときは当取引所所定の有価証券変更上場申請書を提出す

るものとする。 

 

 （不動産投資信託証券に係る適時開示） 

第９条 上場不動産投資信託証券又は上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等

（第３条第１項各号に定める者をいう。）に関する情報の適時開示については、次の各号に

掲げる上場不動産投資信託証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

 上場受益証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が、次に掲げる事項

を行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定し
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た場合を含む。） 

(ａ) 受益証券の併合又は分割 

(ｂ) 追加信託又は売出し 

(ｃ) 投資信託に必要な資金の借入れ 

(ｄ) 投資信託約款の変更又は投資信託契約の解約 

(ｅ) 国内の証券取引所に対する受益証券の上場の廃止に係る申請 

(ｆ) 当該投資信託委託業者の合併 

(ｇ) 当該投資信託委託業者の破産手続開始の申立て 

(ｈ) 当該投資信託委託業者の解散（合併による解散を除く。） 

(ｉ) 当該投資信託委託業者の投資信託委託業又は投資法人資産運用業の廃止 

(ｊ) 当該投資信託委託業者の会社の分割（営業の全部を承継させる場合に限る。） 

(ｋ) 当該投資信託委託業者の営業の全部の譲渡 

(ｌ) 当該投資信託委託業者が投資信託法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可

若しくは承認の申請又は届出 

(ｍ) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の

監査証明（法第 193条の２第１項の監査証明をいう。以下同じ。）を行う公認会計士

等の異動 

(ｎ) 当該銘柄についての指定保管振替機関に対する保振法第６条の２に規定する同

意の撤回 

(ｏ) (ａ)から前(ｎ)までに掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該投資信託委託

業者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者に、次に掲げる事実

が発生した場合 

(ａ) 投資信託法第 40条の規定による業務改善命令 

(ｂ) 上場廃止の原因となる事実（第 12条第１項第１号ａに掲げる事由に係るものに

限る。） 

(ｃ) (ａ)及び前(ｂ)に掲げる事実のほか、投資信託法に基づく内閣総理大臣等の認

可、承認又は処分 

(ｄ) 有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の

監査証明を行う公認会計士等の異動（業務執行を決定する機関が、当該公認会計士

等の異動を行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。）において、前ａの規定に基づきその内容を開示した場合

を除く。） 

(ｅ) ２人以上の公認会計士又は監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内

閣府令」（昭和 32 年大蔵省令第 12 号。以下「監査証明府令」という。）第３条第１

項の監査報告書又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、

内閣総理大臣等に対して、法第 24 条第１項又は第 24 条の５第１項に定める期間内
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に提出できる見込みのないこと、当該期間内に提出しなかったこと及び当該期間の

最終日から起算して８日目（休業日を除外する。）の日までに提出できる見込みのな

いこと並びにこれらの開示を行った後提出したこと。 

(ｆ) (ａ)から前(ｅ)までに掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該投資信託委託

業者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

ｃ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、次に掲げる事項を行う

ことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合

を含む。） 

(ａ) 国内の証券取引所に対する受益証券の上場の廃止に係る申請 

(ｂ) 前(ａ)に掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若

しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 

ｄ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等に、次に掲げる事実が発生

した場合 

(ａ) 上場廃止の原因となる事実（第 12条第１項第１号ｂに掲げる事由に係るものに

限る。） 

(ｂ) 前(ａ)に掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若

しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 上場受益証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次に掲げる事項を行うこ

とについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を

含む。） 

(ａ) 前号ａの(ａ)から(ｅ)まで、(ｍ)又は(ｎ)に掲げる事項 

(ｂ) 前(ａ)に掲げる事項のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、業務若

しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすも

の 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受益者である信託会社等に、次に掲げる事実が発生

した場合 

(ａ) 上場廃止の原因となる事実（第 12条第１項第２号に掲げる事由に係るものに限

る。） 

(ｂ) 前号ｂの(ｄ)又は(ｅ)に掲げる事項 

(ｃ) (ａ)又は前(ｂ)に掲げる事実のほか、上場受益証券又は当該信託会社等の運営、

業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼすもの 
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(３) 投資証券 

 上場投資証券の発行者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその内容を開示し

なければならない。 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次に掲げる事項を行うことについての決定

をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

(ａ) 投資口の併合又は分割 

(ｂ) 投資口の追加発行又は売出し 

(ｃ) 投資法人債の募集又は資金の借入れ 

(ｄ) 合併 

(ｅ) 規約の変更又は解散 

(ｆ) 国内の証券取引所に対する投資証券の上場の廃止に係る申請 

(ｇ) 破産手続開始又は再生手続開始の申立て 

(ｈ) 第１項第１号ａの(ｍ)に掲げる事項 

(ｉ) 当該銘柄についての指定保管振替機関に対する保振法第６条の２に規定する同

意の撤回 

(ｊ) 名義書換に関する事務を当取引所の指定する機関に委託しないこと 

(ｋ) (ａ)から前(ｊ)までに掲げる事項のほか、上場投資証券又は当該投資法人の運

営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響

を及ぼすもの 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人に、次に掲げる事実が発生した場合 

(ａ) 投資信託法第 214条の規定による業務改善命令 

(ｂ) 上場廃止の原因となる事実（第 12条第１項第３号ａに掲げる事由に係るものに

限る。） 

(ｃ) 純資産の額が投資信託法第 124 条第１項に定める基準純資産額を下回るおそれ

が生じたこと。 

(ｄ) 投資信託法第 215条第２項の規定による登録取消しの通告 

(ｅ) 第１項第１号ｂの(ｄ)又は(ｅ)に掲げる事項 

(ｆ) 名義書換に関する事務の委託契約の解除の通知の受領その他名義書換に関する

事務を当取引所の指定する機関に委託しないこととなるおそれが生じたこと又は名

義書換に関する事務を当取引所の指定する機関に委託しないこととなったこと 

(ｇ) (ａ)から前(ｆ)に掲げる事実のほか、上場投資証券又は当該投資法人の運営、

業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及

ぼすもの 

ｃ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資

信託委託業者が次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場合を含む。） 

(ａ) 国内の証券取引所に対する投資証券の上場の廃止に係る申請 

(ｂ) 当該投資信託委託業者の合併 
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(ｃ) 当該投資信託委託業者の破産手続開始の申立て 

(ｄ) 当該投資信託委託業者の解散（合併による解散を除く。） 

(ｅ) 当該投資信託委託業者の投資信託委託業又は投資法人資産運用業の廃止 

(ｆ) 当該投資信託委託業者の会社の分割（営業の全部を承継させる場合に限る。） 

(ｇ) 当該投資信託委託業者の営業の全部の譲渡 

(ｈ) 当該投資信託委託業者が投資信託法に基づき内閣総理大臣等に対して行う認可

若しくは承認の申請又は届出 

(ｉ) (ａ)から前(ｈ)までに掲げる事項のほか、上場投資証券又は当該投資信託委託

業者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

ｄ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資

信託委託業者に、次に掲げる事実が発生した場合 

(ａ) 投資信託法第 40条の規定による業務改善命令 

(ｂ) 上場廃止の原因となる事実（第 12条第１項第３号ｂに掲げる事由に係るものに

限る。） 

(ｃ) (ａ)及び前(ｂ)に掲げる事実のほか、投資信託法に基づく内閣総理大臣等の承

認、認可又は処分 

(ｄ) (ａ)から前(ｃ)までに掲げる事実のほか、上場投資証券又は当該投資信託委託

業者の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著

しい影響を及ぼすもの 

２ 上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報の適時開示については、上場不動産

投資信託証券の発行者は、次の各号のいずれかに該当する場合（第１号に掲げる事項及び

第２号に掲げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取

引所が不動産投信特例取扱いにおいて定める基準に該当するものを除く。）は、直ちにその

内容を開示しなければならない。 

(１) 投資信託委託業者等（上場不動産投資信託証券が、委託者指図型投資信託の受益証

券である場合には当該受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者を、委

託者非指図型投資信託の受益証券である場合には当該受益証券に係る投資信託の受託者

である信託会社等を、投資証券である場合には当該投資証券の発行者である投資法人の

資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者をいう。第３号において同じ。）

が次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わな

いことを決定した場合を含む。） 

ａ 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得 

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの 

(２) 次に掲げる事実が発生した場合 

ａ 運用資産等（賃借権若しくは地上権の目的となる不動産、不動産同等物（不動産の

賃借権及び地上権を除く。）に係る信託財産等の資産に含まれる不動産及び不動産関連
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有価証券等の裏付けとなる不動産を含む。）に生じた偶発的事象に起因する損害の発生 

ｂ 前ａに掲げるもののほか、運用資産等に関する重要な事実であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの 

(３) 投資信託委託業者が、投資信託法第 28 条第１項各号に掲げる取引（同法第 49条の

11 において準用する場合を含む。）又は同法第 34 条の６第２項に定める取引を行った場

合（投資信託の受益者に対してこれらの規定に基づく書面の交付を要する場合に限る。） 

(４) 上場不動産投資信託証券に係る計算期間若しくは営業期間又は中間計算期間若しく

は中間営業期間に係るファンドの決算の内容が定まった場合 

(５) 上場不動産投資信託証券に係るファンドの当期利益又は収益の分配若しくは金銭の

分配について、公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は、公表がされた前

計算期間又は前営業期間の実績値）に比較して当該上場不動産投資信託証券の発行者が

新たに算出した予想値又は当計算期間若しくは当営業期間の決算において差異（投資者

の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて

定める基準に該当するものに限る。）が生じた場合 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者は、当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定める

ときに該当する場合には、速やかに当取引所所定の適時開示に係る宣誓書及び当取引所が

同取扱いにおいて定める添付書類を提出するものとする。この場合において、当該上場不

動産投資信託証券の発行者は、当該宣誓書及び添付書類を当取引所が公衆の縦覧に供する

ことに同意するものとする。 

４ 前３項のほか、上場不動産投資信託証券等に関する情報の適時開示及び当取引所への書

類の提出等については、「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規

則」に定めるところに準じるものとする。 

５ 上場不動産投資信託証券の発行者は、投資者への適時、適切な上場不動産投資信託証券

に関する情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に

投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行

に努めなければならない。 

６ 前１項、第２項及び第４項の規定は、上場不動産投資信託証券等に関する情報の適時開

示について上場不動産投資信託証券の発行者が遵守すべき最低限の要件、方法等を定めた

ものであり、上場不動産投資信託証券の発行者は、同各項の規定を理由としてより適時、

適切な情報の開示を怠ってはならない。 

     一部改正〔平成 17年１月１日、平成 17年２月１日〕 

 

 （当取引所への協力義務） 

第 10 条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者

をいう。以下この条において同じ。）は、当取引所が上場不動産投資信託証券の上場廃止に

係る該当性の判断に必要と認めて、財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行う公認

会計士等（当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。）に対して事情説明等

を求める場合には、これに協力するものとする。 
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２ 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等は、前項の規定により当取引所が当

該公認会計士等に対して事情説明等を求めるため、当取引所が請求した場合には、当該公

認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を速やかに提出しなけれ

ばならない。 

 

 （決定事項等に係る通知及び書類の提出等） 

第 11 条 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の

区分に従い当該各号に定める場合に該当した場合（投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微

なものとして当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定める基準に該当する場合を除

く。）には、直ちに当取引所に通知するとともに、当取引所が同取扱いにおいて定めるとこ

ろに従い、書類の提出を行うものとする。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

 次に掲げる場合 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が、次のいずれかに

掲げる事項について決議又は決定を行った場合 

(ａ) 第９条第１項第１号ａの(ａ)から(ｌ)まで、(ｎ)若しくは(ｏ)又は同条第２項

第１号ａ若しくはｂに掲げる事項 

(ｂ) 前(ａ)のほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が、次のいずれかに掲げる

事項について決議又は決定を行った場合 

(ａ) 第９条第１項第１号ｃの(ａ)又は(ｂ)のいずれかに掲げる事項 

(ｂ) 前(ａ)のほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次のいずれかに掲げる事項

について決議又は決定を行った場合 

ａ 第９条第１項第２号ａの(ａ)若しくは(ｃ)又は同条第２項第１号ａ若しくはｂに掲

げる事項 

ｂ 前ａのほか、上場受益証券に関する権利等に係る重要な事項 

(３) 投資証券 

 次に掲げる場合 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次のいずれかに掲げる事項について決議又

は決定を行った場合 

(ａ) 第９条第１項第３号ａの(ａ)から(ｇ)まで又は(ⅰ)から(ｋ)までに掲げる事項 

(ｂ) 基準日の設定 

(ｃ) 投資主総会の招集 

(ｄ) 名義書換事務受託者の変更 

(ｅ) (ａ)から前(ｄ)までのほか、上場投資証券に関する権利等に係る重要な事項 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資
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信託委託業者が第９条第１項第３号ｃの(ａ)から(ｉ)まで又は同条第２項第１号ａ若

しくはｂに掲げる事項について決議又は決定を行った場合 

２ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に定める事項について決議又は決定を行

った場合には、直ちに当取引所に通知するとともに、当取引所が不動産投信特例取扱いに

おいて定めるところに従い、書類の提出を行うものとする。 

(１) 「証券取引法施行令」（昭和 40年政令第 321号）第 20条第３項第５号に規定する安

定操作取引の委託等をすることがある者の選定 

(２) 公募又は売出しに係る元引受契約を締結する証券会社又は外国証券会社及び募集又

は売出しに係る発行価格又は売出価格 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の区分

に従い当該各号に定める場合に該当したときには、直ちに当取引所に通知するとともに、

当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定めるところに従い、書類の提出を行うものと

する。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

 前条第１項第１号（ａ及びｃを除く。）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 前条第１項第２号（ａを除く。）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

(３) 投資証券 

 前条第１項第３号（ａ及びｃを除く。）又は第２項（第１号を除く。）に該当した場合 

４ 上場不動産投資信託証券の発行者は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定めるところ

により、当取引所に提出するものとする。 

(１) 当取引所所定の様式による資産の運用状況表  計算期間又は営業期間経過後３か

月以内で資産の運用状況の判明後遅滞なく 

(２) 受益者又は投資主への発送書類  受益者又は投資主に対する発送日前 

５ 上場不動産投資信託証券の発行者は、有価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大臣等

に提出した場合には、当該発行者の代表者がその提出時点において当該有価証券報告書又

は半期報告書に不実の記載がないと認識している旨及びその理由を記載した書面を遅滞な

く当取引所に提出するものとする。 

６ 上場不動産投資信託証券の発行者は、第４項第２号に掲げる書類のうち運用報告書及び

前項に規定する書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

７ 前各項のほか、上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号

に定める者をいう。）は、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく提出する

ものとする。 

     一部改正〔平成 17年２月１日〕 

 

 （不動産投資信託証券の上場廃止基準） 

第 12 条 上場不動産投資信託証券に係る投資信託委託業者等（第３条第１項各号に定める者

をいう。）に係る上場廃止の基準については、次の各号に掲げる上場不動産投資信託証券の



不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例 

－16－ 

区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

(１) 委託者指図型投資信託の受益証券 

ａ 上場受益証券に係る投資信託の委託者である投資信託委託業者が次のいずれかに該

当する場合は、当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該上場受益証券に係

る投資信託の委託者である投資信託委託業者が行っていた業務が他の投資信託委託業

者に引き継がれ、かつ、当該他の投資信託委託業者が不動産投資信託証券上場契約書

（当該他の投資信託委託業者が発行者となる場合にあっては、不動産投資信託証券上

場契約書及び第４条第１項第３号ａに規定する事項について確約した書面）を提出す

る場合は、この限りでない。 

(ａ) 投資信託法第 38条第４項の規定により、投資信託委託業の認可が失効した場合 

(ｂ) 投資信託法第 41条第１項、第 42条第１項第１号ホ又は第 43条の規定により、

投資信託委託業の認可を取り消された場合 

(ｃ) 投資信託法第 50条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

ｂ 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が営業の免許又は信託業務

を営むことについての認可を取り消された場合は、当該上場受益証券の上場を廃止す

る。ただし、当該上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が行ってい

た業務が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当該他の信託会社等が不動産投資信託

証券上場契約書を提出する場合は、この限りでない。 

(２) 委託者非指図型投資信託の受益証券 

 上場受益証券に係る投資信託の受託者である信託会社等が次のいずれかに該当する場

合は、当該上場受益証券の上場を廃止する。ただし、当該上場受益証券に係る投資信託

の受託者である信託会社等が行っていた業務が他の信託会社等に引き継がれ、かつ、当

該他の信託会社等が不動産投資信託証券上場契約書（当該他の信託会社等が発行者とな

る場合にあっては、不動産投資信託証券上場契約書及び第４条第１項第３号ｂに規定す

る事項について確約した書面）を提出する場合は、この限りでない。 

ａ 営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消された場合 

ｂ 投資信託法第 50条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

(３) 投資証券 

ａ 上場投資証券の発行者である投資法人が次のいずれかに該当する場合は、当該上場

投資証券の上場を廃止する。 

(ａ) 投資信託法第 143条に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合 

(ｂ) 法律の規定に基づく破産手続若しくは再生手続を必要とするに至った場合又は

これに準ずる状態になった場合 

ｂ 上場投資証券の発行者である投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けた投資

信託委託業者が次のいずれかに該当する場合は、当該上場受益証券の上場を廃止する。

ただし、当該資産の運用に係る業務の委託を受けた投資信託委託業者が行っていた業

務が他の投資信託委託業者に引き継がれ、かつ、当該他の投資信託委託業者が不動産

投資信託証券上場契約書を提出する場合はこの限りではない。 
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(ａ) 投資信託法第 38条第４項の規定により、投資法人資産運用業の認可が失効した

場合 

(ｂ) 投資信託法第 41条第１項、第 42条第１項第１号ホ又は第 43条の規定により、

投資法人資産運用業の認可を取り消された場合 

(ｃ) 投資信託法第 50条に規定する投資信託協会の会員でなくなった場合 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止する。 

(１) 運用資産等の総額に占める、不動産等相当部分の額の比率が 75％未満となった場合

において、１か年以内に 75％以上とならないとき 

(２) 運用資産等（投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、当該投資法

人の商号に係る商標権等その他組織運営に伴い保有するものであって、当取引所が適当

と認めるものを除く。）が、不動産関連資産、現金又は現金同等物等に限られなくなった

場合 

(３) 運用資産等の総額に占める、安定的賃貸事業収入又はこれに類する収入が現に生じ

ている不動産（１か年以内に売却する見込みのないものに限る。）に係る不動産等相当部

分の額の比率が 50％未満となった場合において、１か年以内に 50％以上とならないとき 

(４) 上場受益権口数又は上場投資口口数が、2,000口未満である場合 

(５) 純資産総額が、５億円未満となった場合において、１か年以内に５億円以上となら

ないとき 

(６) 資産総額が、25 億円未満となった場合において、１か年以内に 25 億円以上となら

ないとき 

(７) 最近１年間の売買高が 20口未満である場合 

(８) 有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延 

 ２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は中間監査報告書を添付した有価証券報告書又は半期報告書を、法第 24 条第１項又

は第 24 条の５第１項に定める期間の経過後１か月以内に、内閣総理大臣等に提出しな

かった場合 

(９) 次のａ又はｂのいずれかに該当する場合 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、そ

の影響が重大であると当取引所が認めた場合 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書において、公認会計士若しくは監査法人又はこれら

に相当する者によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をし

ない」旨（当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定める場合を除く。以下このｂ

において同じ。）が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示

していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載され、かつ、その影響が重大

であると当取引所が認めた場合 

(10) 上場不動産投資信託証券に係る上場契約を締結した者が上場契約について重大な違
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反を行った場合、第３条の２若しくは第９条第３項の規定により提出した宣誓書におい

て宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契約を締結すべき者が上場契

約の当事者でなくなることとなった場合 

(10)の２ 上場不動産投資信託証券が投資証券である場合には、名義書換に関する事務を

第４条第１項第２号ｋに規定する当取引所の指定する機関に委託しないこととなった場

合又は委託しないことが確実となった場合 

(11) 上場不動産投資信託証券について、投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の

変更により、受益者の請求による信託契約期間中の解約又は投資主の請求による投資口

の払い戻しが行えることとなる場合 

(12) 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約の変更により、計算期間又は営業期間

が６か月未満となる場合 

(13) 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、投資信託の投資信託約款の変

更により、法の規定に基づき有価証券届出書を提出して募集を行う場合以外においても、

当該投資信託の追加信託を行えることとなる場合 

(14) 上場不動産投資信託証券が委託者指図型投資信託の受益証券である場合には、証券

投資信託である旨が記載されることとなる投資信託の投資信託約款の変更が行われる場

合 

(15) 上場不動産投資信託証券が受益証券である場合には、当該受益証券に係る投資信託

契約が終了となる場合 

(16) 当該銘柄の発行者が当該銘柄について指定保管振替機関に対する保振法第６条の２

に規定する同意を撤回した場合 

(17) 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当

と認めた場合 

３ 前項第１号から第３号まで、第５号及び第６号の審査は、上場不動産投資信託証券に係

る毎計算期間又は毎営業期間の末日現在の資料に基づいて審査を行う。 

４ 前項の規定にかかわらず、第２項第１号から第３号まで、第５号及び第６号の審査は、

当取引所が定めるところにより、上場不動産投資信託証券に係る毎計算期間又は毎営業期

間の末日以外の時現在の資料に基づいて審査を行うことができる。 

     一部改正〔平成 17年１月１日、平成 17年２月１日〕 

 

 （上場廃止前の取扱い） 

第 13 条 上場不動産投資信託証券が前条に定める上場廃止の基準に該当する場合において

も、当取引所が必要であると認めた時は、上場廃止前一定期間、市場において当該銘柄の

売買を行わせることができる。 

 

 （新規上場料及び上場管理料） 

第 14 条 上場不動産投資信託証券の発行者は、当取引所が不動産投信特例取扱いにおいて定

める新規上場料及び上場管理料を支払うものとする。 
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 （有価証券上場規程の読替え） 

第 15 条 不動産投資信託証券に係る「有価証券上場規程」第５条及び第 16条の規定の適用

については、同第５条中「新規上場申請者」とあるのは「上場申請銘柄の発行者」と、同

第 16条中「上場有価証券の発行者」とあるのは「上場不動産投資信託証券に係る投資信託

委託業者等（「不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例」第３条第１項各号に

定める者をいう。）」とする。 

 

 （委任規定） 

第 16 条 この特例に定めのある事項並びにこの特例の解釈及び運用に関し必要な事項は、当

取引所が定める。 

 

 

   付 則 

 この特例は、平成 16年 12月 13日から施行する。 

   付 則 

 この改正規定は、平成 17年１月１日から施行する。 

   付 則 

１ この改正規定は、平成 17年２月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の２及び第４条第１項第２号ｊの(ａ)の規定は、この改正規定施行の日

（以下「施行日」という。）以後に上場を申請する不動産投資信託証券から適用する。 

３ 改正後の第９条第１項第１号ｂの(ｅ)及び第 12条第２項第８号の規定は、施行日以後開

始する計算期間若しくは営業期間又は中間計算期間若しくは中間営業期間に係る有価証券

報告書又は半期報告書から適用する。 

４ 改正後の第 11条第５項の規定は、施行日以後終了する計算期間若しくは営業期間又は中

間計算期間若しくは中間営業期間に係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。 

５ 改正後の第 12条第２項第９号ａの規定は、施行日以後に内閣総理大臣等に提出される有

価証券報告書等から適用する。 

   付 則 

 この改正規定は、平成 17年４月１日から施行する。ただし、発行登録書及び発行登録追補

書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類については、同日以後

内閣総理大臣等に提出されるものから適用する。 

 

 

 


